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近年、欧州連合（EU）はやはり主権国家の集合体

だという純然たる事実を再認識することが多い。2016

年 6月の英国民投票から続く英国の EU離脱（ブレグ

ジット）交渉は、2019 年 7 月に新たに首相として選出

されたボリス・ジョンソン（Boris Johnson）の下でも先

行きは不透明である。また、2019年 6～7月のEU首

脳人事交渉でも、欧州委員会委員長と欧州中央銀行

総裁にはそれぞれドイツのフォンデアライエン

（Ursula von der Leyen）と、フランスのラガルド

（Christine Lagarde）が選出されたことから、仏独の

妥協が見いだせる。 

こうした事実からは、超国家的な統合を目指す EU

の中での、主要各国の欧州におけるリーダーシップを

めぐる競争や利害の対立という側面が見えてくる。とり

わけ、国家主権の意識が強く、政府間主義が色濃い

安全保障分野において、その様相は顕著である。 

1990 年代末以降、EU は共通安全保障防衛政策

（CSDP）を推進してきた１。しかし、その経緯を見れば

欧州安全保障の協力は、英仏独が、米国を含む北大

西洋条約機構（NATO）や二国間協力の枠組みも鑑

みて、三カ国でそれぞれの方針を調整し、譲歩し合っ

た結果維持されていることが分かると、欧州安全保障

専門家のルイス・シモン（Luis Simon）は説明する２。

彼も指摘しているが、一般的に英仏独にはそれぞれ

以下のような安全保障における特徴がみられる。①英

国は米国との関係を最重要としつつ欧州との関係も

考慮し、米欧関係を調整する。②フランスは欧州とし

ての自律（autonomy）を目指す。③ドイツは武力行使

に消極的で、危機管理の際には軍民協力を重要視す

る。つまり、欧州安全保障を読み解く際には、これらの

特徴を踏まえた上で、三カ国がどのように譲歩してい

るかを考慮して分析することが必要となる。 

本稿は、この議論に基づきつつ、近年注目されてい

る EU と英仏独各国主導の欧州安全保障に関するイ

ニシアティブの関係性を、NATO の観点も含めて紐解

く。つまり、一方では EU のイニシアティブが進展して

おり、他方では英仏独が EU 外でイニシアティブを進

展させている状況を整理し、欧州安全保障の今後を

議論する際の視座を提供することを主たる目的とする。 

なお、EU と英独仏のイニシアティブの全てに共通

する分野は作戦構想のみであり、さらにそこに各国の

姿勢の齟齬が目立つため、本稿では主に作戦構想に

関するイニシアティブに焦点を当てる。 

 

 

各イニシアティブの検討に入る前に、近年の欧州情

勢の変容の契機について触れておきたい。ポイントと

しては、2010 年代の米国のリバランス、2014 年以降

のロシアの姿勢、2016年以降の英国のEU離脱方針

と 2017年の米国のトランプ（Donald Trump）政権の

誕生で再興した欧州の自律の議論である。 

まず、オバマ（Barack Obama）政権期に明示され

た米国のアジア太平洋へのリバランスにより、米国の

欧州とその周辺への関与が減退する中で、欧州は自

力で当該地域に対処する必要性に迫られた３。同時期

の 2011 年以降、アラブの春に対処する必要が出てき

たことも大きい。例えば、リビア介入では、英仏とその

他欧州諸国の安全保障に対する積極的・消極的姿勢

の相違が明らかとなり、また米国は欧州の深刻な能

力不足を指摘した４。これ以降、米国に対する欧州の
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責任と能力に関する負担分担（burden-sharing）が

以前にも増して議論されるようになった。 

次に、2014 年のロシアによるクリミア併合は、欧州

に対して負担分担のみならず、集団防衛の必要を再

認識させる事態となった。これを受け、その年の

NATO ウェールズサミットでは、集団防衛の危機に際

して即応する「高度即応統合任務部隊（VJTF）」の設

立の他、2024 年までに各加盟国が国防費を GDP 比

で 2%にする従来の目標の達成などが定められ、以降

欧州の国防費は上昇傾向にある５。 

そして、この負担分担の議論と集団防衛の再興は、

2016年の英国民投票の結果と、2017年の米国トラン

プ政権の誕生により、米欧関係における欧州の自律

の議論へと結実する。英国民投票の直後、EU は 13

年ぶりに戦略文書である『EU グローバル戦略

（EUGS）』を発表し、その中で欧州の自律を明記した６。

もっとも、自律の議論も新しいものではなく、その定義

も様々であるが、EUGS の草稿作成に関わったイタリ

ア国際問題研究所（IAI）のトッチ（Nathalie Tocci）は

「EU が自ら決定を下す能力、及びその決定に基づき

行動する手段を持つこと７」と説明している。これを「米

国からの」自律と強調するか否かは国・指導者・論者

により分かれるが、欧州の対米依存を減退させるとい

う意味合いがあることは間違いなく、米国からも欧州

の自律には懸念が抱かれてきた。 

ただ、米国との関係を最重要とし、EU の防衛統合

に対する忌避から CSDP の進展を妨げていた英国が

EU離脱の方針をとったことでCSDPが進展する機運

が高まった。そして、一時はNATOを時代遅れと形容

し、脱退にまで言及したと言われる米国大統領の登場

により、欧州は真剣に自律を考える必要に迫られた。

換言すれば、欧州ではその防衛力を強化する必要と、

自律を強化し得る趨勢が高まっている。 

このような、従来とは明らかに異なる状況を受けて、

EU では加盟国間で国防費の効率的な利用を進める

ための欧州防衛基金（EDF）が創設され、さらに常設

軍事協力枠組み（PESCO）が、デンマークとマルタを

除く 25 カ国間で合意に達した。PESCO は、EDF の

予算を受けながら 3 分野（能力向上、作戦、訓練・演

習）に渡り 17 個のプロジェクトを進行させ、加盟国間

での安全保障政策の調整や効率化を図るものである。

これは、2009年リスボン条約で言及されていたものの

英国の拒否権により進展していなかったが、英国の

EU離脱の方針を受けて実現に至った。 

PESCO では、このうち、能力向上構想においては、

欧州各国のアセットと防衛産業の強化に繋がるという

理由から、各国の齟齬が少ない。現に、PESCO は初

期段階ということもあり EU が設定した能力向上の目

標をカバーしきれてはいないものの、経済合理性と相

互運用性の向上に繋がるプラットフォームの提供とい

う意味では適切な方針であるとの評価もある８。他方

で、作戦構想では、危機対応作戦中枢（CROC）という、

EU の部隊で危機管理にあたるプロジェクトもあるが、

参加国の方針の違いから方向性が定まっていない９。 

 

 次節で具体論に入る前に、全般として指摘すべ 

欧州安全保障に関する作戦構想のイニシアティブ

は EUのものだけではなく、英仏独が個別に主導する

ものもあり、このようなイニシアティブには、各国の思

惑が反映されている。ここではNATOとの連携で先陣

を切ったドイツ主導の枠組みを最初に紹介し、次いで、

同時期に創設の合意に至った英国主導の枠組みと、

近年注目されているフランス主導の枠組みを概観する。 

 

(1) 【独主導】 Framework Nations Concept 

 (FNC：枠組み国家概念)１０ 

FNC は 2013 年にドイツが提唱し、翌 2014 年に

NATO ウェールズサミットにて採択された枠組みであ

る。従来、安全保障分野において消極的であったドイ

ツが、積極的姿勢を顕著にしたことは注目に値する。 

この背景には、米欧間の能力差を是正し負担分担

の問題に真摯に対応する必要性が欧州内で共有され

つつあったという事情がある。それに加え、ドイツが安

全保障に積極的に関与する姿勢を強調するための外

交的な意味合いもある１１。そのためにも、従来 EU の

文民ミッションに傾倒していたドイツが、FNCを集団防

衛のための NATO のイニシアティブとして提唱したも

のと考えられる１２。 

このような背景から、当初FNCはNATOの能力向

上を主目的としていた。NATO も同盟・欧州各国とし

ての能力向上を調整し促進する防衛計画プロセス

EU 外で重複するイニシアティブ 
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（NDPP）を打ち出してはいた。FNC は、この NDPP

の過程において指摘された能力向上の問題を解決し

ていくものとして想定されている１３。また、FNC では長

期的なスパンでの能力向上が規定されているが、そ

の中でも特徴的なものが、NATO の中の枠組み国家

を中心としてクラスターを形成し、そこに中小規模国家

のアセットを導入するというものである。これにより、双

方に不足する欠点を補い、能力向上の効率化を図る

ことを目的としている１４。 

そして、2014 年以降は第二の柱として、ドイツ軍を

中心とした多国籍部隊の運用が FNC に加わった。

2014 年以降、ロシアの欧州正面での脅威が顕在化し

て以降、NATO 東方における抑止体制が議論の的に

なっていることは論を俟たない。それ以降、抑止体制

は、上記の VJTFや 2016年の NATOワルシャワサ

ミットで制定された、バルト三国とポーランドに米英独

加を中心とした部隊をローテーション配備する「強化さ

れた前方展開（EFP）」などを通じて拡充されてきた。

こうした NATO の体制に即するように FNC はドイツ

軍を中心とした混成部隊を創設し、NATOのVJTF等

を後続として支援する部隊（follow-on forces）とするこ

とも目的とする１５。この点は第一の柱である能力向上

と関係しており、NATO の NDPP と抑止体制双方へ

の即時的な貢献も目的とされている。そのため、参加

国もドイツ周辺の諸国や北欧のみならず中欧の国家

までを含めた 21 カ国と幅広い（各イニシアティブの参

加国に関しては文末脚注を参照）１６。 

 

(2) 【英主導】 Joint Expeditionary Force 

 (JEF：統合遠征部隊)１７ 

英国は JEF という枠組みを率いている。JEF の嚆

矢は 1990 年代に計画された危機管理のための即応

部隊であったが、2000 年代のアフガニスタンとイラク

のため、その余力がなく計画が頓挫していた。この計

画を発展させたものが、2014年の NATOウェールズ

サミットにて創設の合意に至った JEFである。 

2010 年の英国の『戦略防衛安全保障見直し』では、

英国の国際的影響力の維持という目標のために、英

軍の強靭性と能力の再建を図る必要があり、また将

来の武力行使はより選択的であるべきで、その一環と

して即応部隊設立の必要性が示されていた１８。そして

2012 年、初めて JEF 創設の議論が英国内で提示さ

れ、その後ウェールズサミットでの創設に繋がった。 

JEF は英国の指導性の下に即応体制を築くという

意味合いが強い。80-90％の兵力は英国の拠出であ

り英軍単体としても運用可能だが、英国と参加国であ

る北欧を中心とした 10 カ国との共同運用も想定され

ている１９。英国とこれらの国家はもともとイラク、アフガ

ニスタン、リビアでの協力経験があり、それらを通じて

構築された関係がJEFにも寄与している。それゆえに、

当初の JEF は中東などの欧州周辺での活動が目的

であった。しかし、2014年のロシアのクリミア併合以降、

その主目的は欧州防衛となっている２０。 

 また、JEF を通じて英国が他国と協調する理由には、

英国と東欧・北欧諸国（バルト三国を含む）それぞれ

の利益が合致したという背景もある。例えば、JEF が

議題に上がった 2012 年の英国では、緊縮財政の中

で国防費を大幅費削減しつつ、能力を如何に維持す

るかが課題であった。そこで、英国は能力の低下を

JEF での協力で補いつつ、協力を通じて英国の指導

性を高めることを目的とした。また、2015年の『国家安

全保障戦略・戦略防衛安全保障見直し』では、国防費

減額の趨勢を止めることも述べられており、再び安全

保障政策に注力する姿勢が明確となった２１。こうした

英国の安全保障上の再起も鑑みて、参加国は英国の

領域防衛への関与を期待していると見られる２２。 

こうした JEF の部隊は、NATO が集団防衛条項で

ある第五条を発動するまでの繋ぎ役という位置づけで

もあり、NATO 内における負担分担の一助となり得る

２３。他方で、国際連合や EU、有志連合などとも協力

可能なものとされており、柔軟な運用が想定されてい

る。また、JEF は新規に長期的な能力向上を目指す

のではなく、短期的に既存の兵力を組み合わせて部

隊を創設するものであり、既に 2018 年 7 月の時点で

参加国間での完全作戦能力の取得に達している２４。 
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(3) 【仏主導】 European Intervention Initiative 

 (EII/EI2：欧州介入イニシアティブ) 

フランスが主導する EI2 は、基本的に危機管理に

関するものであり、対ロ抑止と領域防衛を主目的とす

る英独のイニシアティブとは幾分か文脈を異にする。

また、EI2が最初に打ち出されたのは2017年であり、

これは英国の EU離脱方針や PESCOでの亀裂を受

けて発足したものである。 

EI2 は、欧州安全保障のために必要な時に必要な

場所へ介入する体制を整備する枠組みであり、究極

的な目的は、欧州の戦略文化２５を養い戦略的自律を

追求することである。そのために、EI2 は①戦略見直

しとインテリジェンス共有、②シナリオの策定・計画、

③作戦支援、④ドクトリン・教訓の活用の四分野にお

いて協力を進展させる２６。また、EI2 は介入のための

新しい能力向上や即応部隊の創設を意味するのでは

なく、危機が起きた際に、柔軟に対応して EU、NATO、

国際連合などを支援するための枠組みである。 

EI2 の特徴としては、参加対象国を「能力と意思の

ある国（able and willing states）２７」としていることで

あり、現在 10 カ国で構成されている２８。この文言から

は、フランスの EU に対する不満を読み取れ、それが

EI2 創設の一因であるとも言える。そもそも、フランス

は主に自らが遂行する北アフリカでの危機管理に対

する EU の少ない支援や、全般的に遅すぎる EU の

意思決定過程に批判的であった２９。このような不満は、

当初 EU の安全保障政策の進展と期待されていた

PESCO に関しても見られ、特に仏独の軋轢は深刻な

ものである。なぜなら、ドイツは PESCO への参加基

準を高くせずより包括的に EU 各国が参加出来る枠

組みを目指す一方で、フランスは効率性を優先するた

め参加基準をより厳しく設定し、意思と能力を持ち合

わせる国々のみでの枠組みを主張したからである３０。

これらのフランスのフラストレーションが EI2設立の要

因であったと言えよう。こうした理由からEI2はEUの

枠組みの外に置かれている。 

 

 

このように、ブレグジット後をめぐり各国が様々なイ

ニシアティブを発揮する中、今後の欧州安全保障はど

うなるであろうか。現状の課題としては、各国の方針と

各イニシアティブが機能不全に陥らないように、

NATOやEUの観点を含めて、どのように調整し得る

のかということだろう。 

その際、第一のポイントとしては、やはり独仏関係

である。確かに、英国民投票後、独仏協調によって

EU の安全保障政策は進展したかに思われた。しかし

経時的にPESCOをめぐる独仏の齟齬は顕著になり、

それは積年の根本的な戦略レベルの亀裂の一端に過

ぎないと表現した方が適切である。 

EI2を巡っても、ドイツは PESCOに組み入れようと

したがフランスが拒否し、結局ドイツが妥協してEI2に

参加した形となっている３１。これは、ドイツがまたしても

欧州安全保障のイニシアティブを否定することで信用

を失うことを避けるためでもあり、より好意的にとらえ

れば EI2 の目的である欧州としての戦略文化の養成

に貢献するためという解釈もある３２。しかし、柔軟な行

動を確保するために拘束力が低いとされる EI2 でドイ

ツがフランスに対して影響力を行使出来る可能性には

疑義が残るし、他方ドイツは EI2 をフランスが影響力

を行使するためのツールだとしか認識していない３３。

また、そもそもドイツとは異なる方向性を目指したフラ

ンスの EI2 が、最終的にドイツを参加国として受け入

れたことで、結局 EI2が実効性のある枠組みとなるか

も定かではない３４。上記のような亀裂は深刻であり、

今後も独仏間の方向性が収斂するとは考え難い。 

また、独仏は個別にも問題を抱えている。ドイツは

近年、確かに安全保障、特に集団防衛に関して積極

的姿勢を見せてはいるが、ドイツの戦略文化とも言え

る議会と国民からの武力行使に関する厳しい制約や、

近年の著しい能力の低下などを鑑みて、その指導性

には依然として他の欧州諸国から疑念を持たれてい

る３５。フランスも、EU の安全保障をリードする姿勢を

堅持してはいるが、その戦略文化から地中海・北アフ

リカ地域への関心が非常に高く、東欧・北欧の防衛へ

の関与に懸念が抱かれている３６。EI2 の活動が想定

され得る主要対象地域が北アフリカであることがその

証左であろう。こうした独仏の姿勢は、ロシアによる脅

イニシアティブからみる欧州安全保障  
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威に直面している東欧・北欧諸国が独仏に抱く信頼性

を低下させている。 

そして、第二のポイントとしては、英国の位置づけで

ある。EUから離脱する見込みの英国はPESCOには

参加していないため、制度面では英国が EU の

CSDPや PESCOの進展を妨げることは出来なくなる。

しかし、現在のところ、英国のパワーは依然として欧

州安全保障に不可欠であるため、英国を巻き込みた

い欧州各国と、英国を巻き込めないEUのPESCOの

間に亀裂が生じるのは避けられない。 

例えば、集団防衛に対する独仏の関与を信頼しき

れない東欧・北欧諸国からすれば、欧州においては英

国が信頼できるパートナーである。それゆえに、東欧・

北欧諸国にとって、EU に対して類似している価値観

を持ち、安全保障でも長年協力してきた英国の EU離

脱方針は政治的にも精神的にも大きな衝撃であった。

もちろん、集団防衛はNATOが一義的なアクターであ

り、大半の JEF 参加国に大きな影響はないが、それ

らの国を英国と繋ぐ JEF の重要性が相対的に高まっ

ている。NATO 非加盟国のフィンランドとスウェーデン

が 2017 年に JEF に参加したことが、英国が当地域

にとり如何に肝要であるか示していると言えるだろう。 

また、英国との協力関係の維持は、独仏両国のイ

ニシアティブの観点からしても重要である。例えば、英

仏関係に関して言えば、対米関係・対ロ政策などでの

相違が指摘されることがあるが３７、その相違を超え基

本的に安全保障政策の方向性は一致することも多い。

2010 年に締結された英仏防衛協力条約はそれを体

現するものであり、これに基づいて両国は核施設や合

同統合遠征部隊（CJEF）に関する協力を進めてきた

３８。フランスが EI2 を EU の枠外においたのには、ブ

レグジット後の英国との柔軟な安全保障協力の枠組

みとする意味合いもある３９。 

その EI2 と JEF にも共通点が多数見受けられる。

双方ともに参加国に作戦に対する参加の強制性はな

く、迅速な意思決定が可能であり、サポートすべきプ

ラットフォームも柔軟に決定出来る。また、EI2 と JEF

の主な想定活動域は異なるものの、英国ほどではな

いがフランスも近年、EFPや EI2を通じた北欧との関

係強化に動いており、JEF とフランスの間には大きな

溝はないだろう。そして、英国にとっても、ブレグジット

後に「欧州大陸の先にある、幅広い世界での経済的・

外交的機会を求める４０」グローバル・ブリテンを目指す

のであれば、EI2を通じた危機管理における協力にデ

メリットはない。そのため、英仏の安全保障協力は今

後も続いていくと考えるのが自然である。 

英独については、両国にとって最重要な関係はあく

まで対米、対仏であり、英独関係はその次という現実

がある４１。一方で英国は、他国と同様に、近年のドイ

ツの安全保障に対する姿勢を評価するものの、未だ

に懐疑的でもある。他方でドイツは、ブレグジット後の

英国との作戦構想に関する協力枠組みは NATO の

みとなるが、EU の実質的盟主としては英国が入らな

い PESCO も主導しなければならない。 

しかし、領域防衛の重要性の向上を鑑みれば、当

該分野に関する協力が進展する可能性は十分にある。

例えば、英国の JEFとドイツのFNCの第二の柱に関

しては NATO の集団防衛に資するという意味での同

質性を指摘できる。もし、NATO 加盟国かつ JEF 参

加国への侵略が起きた場合には、NATO が第五条を

発動して対処にあたるまで JEF の部隊が繋ぎ、その

後、後続として FNC の部隊が来援することが想定で

きるだろう。現に、英独は NATO の EFP を通じてバ

ルト三国に部隊をローテーション配備している主要国

でもある。これらはあくまでテクニカルな話であるが、

NATO の抑止体制との相性という意味で英独の JEF

と FNCの協調は考えられる。 

 

 

本稿では、英仏独主導のイニシアティブの観点から、

欧州安全保障の現状を概観した。そこでは、PESCO

を始めとした近年の EU の安全保障政策の機運の高

まりとは別の文脈で流れる、各国の方針の一致と齟

齬を確認できる。つまり今後の焦点は、EU と NATO

に対する各国のイニシアティブの関係性、及びそこに

見るブレグジット後の英仏独関係であろう。 

おわりに―今後の焦点  
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例えば、現在の PESCO のプロジェクトでは集団防

衛と危機管理の双方に関係するプロジェクトがあるた

め、FNC も EI2 も、構造的には PESCOに組み込め

るという主張もある４２。しかし、問題は構造上の話では

なく、究極的には各国がその統合に賛同するか否か

なのである。 

 フランスは危機管理の主導的地位を放棄しないだろ

うし、ドイツは安全保障政策に対する国内的制約から、

集団防衛への関与を強調するのが限界だろう。柔軟

性と迅速な意思決定、そして英国との関係維持を求め

るフランスが EI2を PESCOに組み込むことは考え難

い。ドイツの FNC に関して言えば、PESCO との同質

性も確かに指摘出来るが、これはそもそも能力向上構

想も含む NATO の枠組みである。そのため、EU の

枠組みへの移行は、NATO の盟主であり欧州防衛産

業・市場からの排除を懸念する米国に疑念を抱かせ

るだろうし、EU 離脱方針をとる英国との柔軟な協力も

選択肢から外れてしまい、さらに PESCO 自体に懐疑

的なフランスとの間にも新たな軋轢を生みかねず、現

実的な選択肢にはなり得ないだろう。 

つまり、独仏がブレグジット後の英国と、作戦構想

における柔軟な協力を維持するという前提がある限り

においては、EI2 も FNC も PESCOに組み込むので

１ 正確に言えば、CSDP の開始は 2009 年のリスボン条約

発効によるものである。しかし、CSDP の源流は 1999年頃

から漸次的に整備された欧州安全保障防衛政策（ESDP）

であるため、ここでは CSDPの開始を 1990年代末と表記

する。 
２ Luis Simón, “Neorealism, Security Cooperation, and Europe's 

Relative Gains Dilemma,” Security Studies, Vol. 26, No. 2, 2017, 
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transatlantic relationship,” International Affairs, Vol. 91, No. 5, 

2015, pp. 972-975. 
４ Ellen Hallams and Benjamin Schreer, “Towards a ‘post-

American’ alliance? NATO burden-sharing after Libya,” 

International Affairs, Vol. 88, No. 2, 2012, pp. 322-323. 
５ Lucie Béraud-Sudreau & Bastian Giegerich, “NATO Defence 
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Brief, IISS, February 2019, pp. 2, 10. 

はなく、英国及び JEF との同質性を活かしながら

NATO を通じてアドホックに協調する方が、より現実

的な選択肢である。 

なお、本稿では主に作戦構想に関するイニシアティ

ブのみを概観したため扱わなかったが、PESCO の能

力向上面も、欧州の自律の議論として注目されている。

冒頭で記したが、能力向上構想は防衛産業の成長、

経済合理性と相互運用性の向上に繋がるため EU 各

国の齟齬が少ない。そのため、もし英国がハードブレ

グジットを選択すれば、欧州の防衛産業・市場へのア

クセスに困難を伴うことは確実であり、英国の重要性

は著しく下がる。さらに、もしハードブレグジットで英国

経済が深刻な打撃を受ければ、国防費の縮小も避け

られず、ひいては作戦構想での英国の価値も下がり、

英仏独関係が変化する可能性も否定できない。 

 つまり、今後の欧州安全保障では、欧州の自律を追

求するためにEUの PESCOの能力向上の進展が見

られる可能性はあるが、その能力の運用をめぐる作戦

構想では依然として英仏独が NATO や各イニシア

ティブを通じて調整するものと考えられる。また、今後

のブレグジット交渉も、その結果によっては能力向上

と作戦の両構想における英国の位置づけに影響する

ため、安全保障の観点からも注目する必要がある。 
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